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やきがやなかよし保育園 重要事項説明書 

 

 

１．事業所の目的及び運営の方針 

（１） 運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 学校法人岩浅学園 

事業所の所在地 船橋市八木が谷 2 丁目 18 番 1 号 

事業者の連絡先 ０４７－４４７－９３６７ 

代表者 職・氏名 理事長 岩浅康二 

 

（２） 事業所の概要 

種別 小規模保育事業 A 型 

名称 やきがやなかよし保育園 

所在地 船橋市八木が谷２丁目１８番１号 

連絡先 電話 047-498-9367 ﾌｧｯｸｽ 047-498-9368 

施設長氏名 岩浅亮太 

開設年月日 平成 31 年 4 月 1 日 

利用定員 （3 号） ０歳児  1 歳児  2 歳児  合計 

 0 人   9 人  10 人  19 人 

 

 

 

 

 

 

 

当園の基本理念・方針 

基本理念 

安全で衛生的な環境の中で、子どもの状況や発達を

踏まえ、心身の健全な発達を目的とします。 

保育方針 

・健全な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつ

くり出す力を養います。 

・他の人と親しみ、支え合って生活するために、自

立心を育て、人とかかわる力を養います。 

・周囲の様々な環境に積極的に関わり、それらを吸

収し、自らの生活に取り入れていく力を養います。 

・自分なりの言葉で表現する力と相手の話を聞く力

を育て、言葉により意思を伝達する力を養います。 

・自分の感性を豊かな創造力で表現する力を養いま

す。 
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（３） 施設の概要 

敷地 施設全体 1227.75 ㎡ 

園庭 277.92 ㎡ 

園舎 構造 鉄骨造 地上 1 階建て 

延床面積 255.08 ㎡ 

 

（４） 主な設備の概要 

設備 部屋数 備考 

ほふく室 1 室 1 歳みかん組 

保育室 1 室 2 歳めろん組 

配膳室 1 室  

倉庫 1 室  

 

（５）職員体制（令和７年 4 月 1 日 現在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

施設長 1 人 1 人   

主任保育士 1 人 1 人   

保育士 ９人 ８人 1 人  

事務職員 1 人（施設長）    

     

 

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等 

【３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 保育標準時間 午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分（11 時間） 

保育短時間 午前 8 時 00 分～午後 4 時 00 分（8 時間） 

延長保育 保育標準時間 なし 

保育短時間 朝：7 時 30 分～8 時 00 分 

夕：4 時 00 分～6 時 30 分 

開所時間 月～金曜日 午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分 

土曜日 午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分 

休業日 日曜日・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
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（７）利用料等 

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) 

上乗せ徴収 なし 

 

 

実費徴収 

カラー帽子 入園時 ９５０円 

お昼寝用敷パット 入園時 ２８２０円 

防災クッション・カバー 入園時 １５８０円 

ネームプレート 入園時  ２２０円 

連絡ノート 入園時  １８０円 

教材費 入園時  ８００円 

紙オムツ処分費(オムツを使用する子ども) 月額  ５００円 

その他 延長保育に係る費用 １時間  ５００円 

３０分 ２５０円 

 

（８）支払方法 

利用者負担（月額保育料） 口座振替 

京葉銀行 二和向台支店 普通 2392505 

学校法人岩浅学園 理事長 岩浅康二 

実費徴収 現金払い 

その他（延長保育に係る費用） 現金払い 

※利用者負担（月額保育料）振替に係る手数料は保護者がご負担ください。 

 

（９）提供する特定地域型保育の内容 

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、事業の特

性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育を提供します。 

１．水、砂、土、紙など、様々な素材に触れて楽しみます。 

２．音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽しみます。 

３．生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに気付いたり、感じた

りして楽しみます。 

４．歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊びを楽しみます。 

５．保育士等からの話や、生活や遊びの中での出来事を通して、イメージを豊かにしま

す。 

６．生活や遊びの中で、興味のあることや経験したことなどを自分なりに表現します。 
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（１０）年間行事予定 

    月 行事内容 

4 月 入園の集い 

5 月 健康診断・みかん組個別面接 

6 月 歯科検診・水遊び・みかん組個別面接・めろん組保育参観 

7 月 水遊び・不審者訓練 

８月 水遊び・絵の具遊び 

9 月 水遊び 

10 月 宝さがし（ハロウィン）遊び・みかん組保育参観 

11 月 健康診断 

12 月 サンタさんイベント・クリスマス給食 

1 月 お正月遊び・めろん組個別面接 

2 月 節分 

3 月 卒園の集い 

※避難（消火）訓練は毎月行います。 

※季節や子どもたちに応じて、行事の開催時期や内容を変更することがあります。 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

【3 号認定子ども（保育認定）】 

利用者の内定 市の利用調整による 

利用決定 利用契約書の締結による 

退園理由 ・2 号,3 号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む） 

・保護者から退園の申し出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用に当たっての 

留意事項 

・登園、降園時間を守ってご利用ください。 

・欠席、遅刻、早退する場合は必ずご連絡ください。 

・原則として保育時間内での登園、お迎えをお願いいたしま

す。延長保育を利用する場合は、必ずご連絡ください。 

・保護者以外の方がお迎えする場合は、必ず保護者が連絡し

てください。（保護者の連絡なく、代わりの人がお迎えしても

引き渡しできない場合もあります） 

・お子様の体調がすぐれない場合、伝染性の病気にり患した

場合は、無理をさせずにお休みしてください。登園後に体調

が悪化した場合は、ご連絡の上、お迎えをお願いする場合が

あります。 
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・伝染性の病気が治癒し、出席停止期間終了後に登園を再開

する場合は、園からお渡しする所定の用紙に記入してお届け

ください。 

・お子様に与えるお薬は、原則としてお預かりできません。 

（１２）嘱託医 

医療機関の名称 医療法人社団 真順会 おぐち小児科 

医院長名 小口 学 

所在地 船橋市咲が丘 3－25－３ミツヨシビル４F 

電話番号 ０４７－４０４－８６６２ 

 

（１３）嘱託歯科医 

医療機関の名称 萩野歯科医院 

医院長名 萩野 高司 

所在地 船橋市二和東６－１７－１９ 

電話番号 ０４７－４４９－０８８０ 

 

（１４）緊急時における対応方法 

特定地域型保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用

子供の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じま

す。 

 

【管轄する消防署】 

消防署名 ①船橋市北消防署②船橋市北消防署三咲分署 

所在地 ① 船橋市馬込町 902－2 ②船橋市三咲 3－6－14 

電話番号 ①047-438-2238②047-447-5432 

 

【管轄する警察署】 

警察署名 ①船橋東警察署 ②船橋東警察署二和交番 

所在地 ①船橋市習志野台 7－9－20②船橋市二和東 6－17－7 

電話番号 ①047-467-0110 ②047-447-5245 

 

（１５）非常災害対策 

防火管理者 岩浅康二 

消防計画届出年月日 令和６年３月５日 

避難訓練 避難及び消火を想定した訓練を月一回実施します。 
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防災設備 消火器・誘導灯・自動火災報知器・避難経路図 

避難場所 第一避難所 遊戯室横広場 第二避難所 八木が谷中学校 

緊急時の連絡手段 電話・バスキャッチメール・ホームページでの情報提供 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 吉河ひとみ 主任保育士 

相談・苦情解決責任者 岩浅亮太 施設長 

 

第三者委員 

草彅雷治 047-449-5667 民生委員 

石井 初 090-7289-8908 民生委員 

 

【要望・苦情等への対応方法】 

・当園に関する疑問や質問・相談等がありましたら、「子どもたちの為に」を第一に考

えて、適切に対応するよう努めます。 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 全日私幼賠償責任保険 

保険の内容 賠償責任保険 

保険金額 1 名最大２億円まで・一事故８億円まで 

 

（１８）個人情報の取り扱い 

特定地域型保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありま

せん。 

 

（１９）連携施設 

連携施設の名称 八木ヶ谷幼稚園 

連携施設の種類 幼稚園 

連携協力の概要 ・食事の提供に関する支援 

・嘱託医、嘱託歯科医による健康診断等に関する支援 

・屋内及び屋外駐車場の利用に関する支援 

・合同保育に関する支援 

・代替保育の提供 

・行事への参加に関する支援 

・卒園後の児童受け入れ枠の設定 
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